
　

平
成
20
年
度
の
町
県
民
税
額
が

決
定
し
、
納
税
通
知
書
、
納
付
書

を
発
送
し
て
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
町
県
民
税
は
、
一
般
的
に

住
民
税
と
も
呼
ば
れ
、
県
や
町
の

仕
事
に
必
要
な
経
費
を
広
く
町
民

の
皆
さ
ん
か
ら
、
そ
の
能
力
に
応

じ
て
負
担
し
て
い
た
だ
く
た
め
の

税
金
で
す
。

　

次
の
こ
と
に
留
意
し
て
納
期
限

ま
で
に
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

○
納
め
る
人
は

・
平
成
20
年
１
月
１
日
現
在
、
長

島
町
内
に
住
所
の
あ
る
人

・
長
島
町
内
に
住
所
は
な
い
が
、

事
務
所
・
事
業
所
ま
た
は
家
屋
敷

の
あ
る
人

○
納
め
る
額
は

・
均
等
割
額

年
額
４
、５
０
０
円

県
民
税
１
、
５
０
０
円
（
う
ち

５
０
０
円
は
森
林
環
境
税
）

町
民
税
３
、０
０
０
円

・
所
得
割
額

前
年
の
所
得
金
額
か
ら
基
礎
控
除

や
扶
養
控
除
等
の
各
種
控
除
を
行

っ
た
「
課
税
標
準
額
」（
課
税
の

対
象
と
な
る
金
額
）
を
も
と
に
算

出
し
ま
す
。

・
県
民
税
は
、
課
税
所
得
金
額
の

一
律
４
％
の
額
を
納
め
て
い
た
だ

く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

・
町
民
税
は
、
課
税
所
得
金
額
の

一
律
６
％
の
額
で
納
め
て
い
た
だ

く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

国
家
公
務
員
採
用
Ⅲ
種
（
税
務
）

試
験
受
験
者
募
集

　

人
事
院
九
州
事
務
局
と
熊
本
国

税
局
で
は
、
国
家
公
務
員
採
用
Ⅲ

種
（
税
務
）
試
験
の
受
験
者
を
募

集
し
て
い
ま
す
。

　

国
家
公
務
員
採
用
Ⅲ
種
（
税

務
）
試
験
に
合
格
し
採
用
さ
れ
る

と
、
全
員
が
税
務
大
学
校
に
入
校

し
、
一
年
間
、
税
務
職
員
と
し
て

必
要
な
専
門
知
識
を
習
得
す
る
た

め
の
研
修
を
受
け
ま
す
。
そ
の

後
、
税
務
署
に
配
属
さ
れ
、
国
税

の
仕
事
に
従
事
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

　

募
集
要
項
は
次
の
と
お
り
で

す
。

○
受
験
資
格

昭
和
62
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
３

年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
人

で
、
学
歴
は
問
い
ま
せ
ん
。

○
試
験
の
程
度

高
校
卒
業
程
度

○
申
込
書
の
受
付
期
間

平
成
20
年
６
月
24
日
（
火
）
か
ら

７
月
１
日
（
火
）
ま
で
（
通
信
日

付
印
有
効
）

○
第
一
次
試
験

平
成
20
年
９
月
７
日
（
日
）

○
申
込
用
紙

出
水
税
務
署
に
備
え
て
い
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

出
水
税
務
署
総
務
課

℡
０
９
９
６
‐
６
２
‐
０
２
０
０

税
源
移
譲
時
の
年
度
間
の
所
得
変

動
に
係
る
経
過
措
置
（
平
成
20
年

度
で
適
用
）

　

平
成
19
年
中
の
所
得
が
大
き
く

下
が
り
、
所
得
税
が
非
課
税
と

な
っ
た
場
合
、
税
源
移
譲
に
伴
い

平
成
19
年
度
個
人
住
民
税
で
税
負

担
が
上
が
っ
た
分
を
平
成
19
年
分

所
得
税
で
調
整
す
る
こ
と
が
で
き

な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
れ

に
対
応
す
る
た
め
、
平
成
20
年
度

に
お
い
て
、
平
成
19
年
度
個
人
住

民
税
を
税
源
移
譲
前
の
個
人
住
民

税
額
ま
で
減
額
す
る
経
過
措
置
が

設
け
ら
れ
ま
し
た
。（
別
表
の
と

お
り
）

注  

人
的
控
除
額
と
は

　

所
得
税
と
個
人
住
民
税
の
そ
れ

ぞ
れ
の
税
額
を
算
出
す
る
場
合
に

差
し
引
く
所
得
控
除
の
う
ち
、
配

偶
者
控
除
、
扶
養
控
除
、
障
害
者

控
除
な
ど
、
人
に
着
目
し
た
項
目

を
人
的
控
除
と
い
い
ま
す
。
所
得

税
の
人
的
控
除
額
に
比
べ
、
個
人

住
民
税
の
人
的
控
除
額
は
低
く

な
っ
て
い
ま
す
。

※
平
成
19
年
度
町
県
民
税
（
個
人

住
民
税
）
減
額
申
告
書
は
６
月
下

旬
ご
ろ
対
象
者
へ
郵
送
し
ま
す
。

※
こ
の
申
告
は
、
平
成
20
年
７
月

１
日
か
ら
平
成
20
年
７
月
31
日
ま

で
の
間
に
、
平
成
19
年
１
月
１
日

現
在
の
住
所
所
在
地
の
市
町
村
に

申
告
書
を
提
出
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
の
で
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

役
場
税
務
課
町
民
税
係

℡
０
９
９
６
‐
８
６
‐
１
１
１
１

内
線
１
１
２
３

６月は町県民税 ( 普通徴収分 )
第１期の納付月

『納期限は６月 30 日（月）です』

税の時間です

対象者

次の１と２を満たす人

１、平成 19 年度個人住民税課税所

得金額（申告分離課税分を除く）＞

所得税との人的控除額の差の合計額

２、平成 20 年度個人住民税課税所

得金額（申告分離課税分を含む）≦

所得税との人的控除額の差の合計額

計算方法

平成 19 年度の個人住民税の合計課

税所得金額について、税源移譲後の

税率を適用し、調整控除を行った後

の税額から、税源移譲前の税率を適

用した税額を差し引いた額を減額し

ます（既に納税済みの場合は還付し

ます）。

申　告

対象者は、平成 20 年７月１日から

平成 20 年７月 31 日までの間に、平

成 19 年１月１日現在の住所所在地

の市町村に申告書を提出することに

なります。

別表
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